
お問合せ先 奥出雲町定住産業課(TEL 0854-54-2524)

奨学金を返還している方が

３０歳までに奥出雲町に定住（ＵＩターン含む）すると・・・

地域の担い手となる若者のUIターンを促進するため、奨学金の返還の一部を助成します。

申請・交付の流れ

次の（1）～（７）の要件を全て満たす方

（１）次の㋐㋑のいずれかに該当し、認定申請する年の４月１日現在で
　　３０歳未満の方

　　㋐令和６年４月１日以降に奥出雲町に転入又は居住を移した方
　　㋑令和５年４月１日以降に大学・高校等を卒業した方

（２）大学・高校等の在学中に奨学金を借り入れ、卒業後、遅滞なく
　　返還している方（予定を含む。）

（３）交付の日から５年以上定住する意思のある方

（４）奨学金の返還に関する他の補助金等を受給していない方

（５）町内に住所を有し、現に居住している方

（６）町税等の滞納のない方

（７）正規雇用により就業し、継続して勤務している方（公務員を除く。）
　　または独立して自ら事業を営む方（事業を開始している場合に
　　限る。）

※大学・高校等とは
・大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校専門課程
・高等学校、中等教育学校（後期課程）、専修学校高等課程（高等専修学校）及び
特別支援学校高等部

※正規雇用とは
雇用期間の定めのない契約に基づく雇用であり、かつ、就労時間が週２０時間以
上であること

対象となる奨学金
 ・独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
 ・地方公共団体独自の奨学金

補助金の額
最大６０万円（月賦月額の上限１万円、最大６０ヶ月分　）
補助金の交付を受けようとする年度の前年度に返還した奨学金の額
の3分の2以内とし、月額1万円を上限に5年間（60ヶ月）補助する

受付場所 　定住産業課（仁多庁舎）または税務課（横田庁舎）

受付期間 　令和７年２月２８日まで

補助要件

※補助金の交付は、前年度の返還実績額に応じて行います。

※認定申請は1年目のみで、２年目以降は毎年度交付申請が必要です。

補助金交付のイメージ【令和６年度中UIターンの場合】
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スタート！

【奥出雲町ＵＩターン等促進奨学金返還支援事業】


